
市政に対する 一般質問

市民後見人制度の活用推進と
                   成年後見制度について

　
近
年
の
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、

認
知
症
高
齢
者
の
増
加
は
社
会
的

課
題
に
な
っ
て
お
り
、
成
年
後
見

制
度
の
需
要
も
一
層
高
ま
る
と
見

込
ま
れ
る
。

問  

成
年
後
見
制
度
、
市
民
後
見

制
度
の
直
近
３
年
間
の
相
談
件
数

と
利
用
件
数
は
。

答  

本
市
及
び
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
へ
の
相
談
件
数
は
、
令
和

４
年
度
は
35
件
、令
和
５
年
度
は
、

32
件
、昨
年
度
は
33
件
で
あ
る
。ま

た
、
さ
い
た
ま
家
庭
裁
判
所
に
よ

る
と
、
本
市
に
お
け
る
新
規
利
用

者
数
は
、令
和
４
年
度
は
17
件
、令

和
５
年
度
は
17
件
、
昨
年
度
は
18

件
と
な
っ
て
い
る
。

問  

成
年
後
見
制
度
の
理
解
や
活

用
推
進
に
つ
い
て
。

答  

本
年
８
月
に
成
年
後
見
セ
ン

タ
ー
を
設
置
し
、
成
年
後
見
制
度

の
周
知
や
相
談
、利
用
促
進
、後
見

人
支
援
を
行
う
体
制
を
整
備
し
た
。

今
後
、
地
域
に
お
け
る
関
係
機
関

同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を

推
進
し
て
い
く
。

〔
そ
の
他
の
主
な
質
問
〕

○
子
ど
も
視
点
で
描
く
行
田
の
未

来
「
夢
の
ま
ち
コ
ン
テ
ス
ト
」

○
プ
レ
ー
パ
ー
ク
に
つ
い
て

大 屋　彰（公明党）

空き家問題について

　
空
き
家
問
題
は
、
対
処
療
法
に

目
が
行
き
が
ち
だ
が
、
自
分
の
財

産
を
守
る
、
事
前
に
親
族
等
で
話

し
合
い
相
続
が
問
題
化
し
な
い
よ

う
取
組
む「
予
防
の
啓
発
」に
重
点

を
置
く
こ
と
が
問
題
の
発
生
を
未

然
に
防
ぐ
意
味
で
解
消
へ
の
近
道

と
な
り
、
行
政
コ
ス
ト
の
削
減
に

も
繋
が
る
と
考
え
る
。

問  

こ
れ
ま
で
に
実
施
し
て
き
た

予
防
策
に
つ
い
て
。

答  

空
き
家
所
有
者
な
ど
へ
の
啓

発
セ
ミ
ナ
ー
と
し
て
、
本
年
度
か

ら
、市
が
主
催
と
な
り「
相
続
お
し

か
け
講
座
」の
開
催
、相
続
登
記
の

義
務
化
や
市
の
補
助
制
度
等
を
紹

介
す
る
空
き
家
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
作
成
し
、
公
民
館
等
で
配
布
し

て
い
る
。

問  

空
き
家
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は

必
要
な
人
に
届
い
て
い
る
か
。

答  

高
齢
者
の
み
な
ら
ず
、
相
続

し
た
若
い
世
代
の
方
に
も
共
通
し

た
幅
広
い
課
題
の
一
つ
で
あ
り
、 

よ
り
多
く
方
に
見
て
頂
け
る
よ
う

工
夫
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

〔
そ
の
他
の
主
な
質
問
〕

○
聴
覚
障
が
い
者
、
加
齢
性
難
聴

者
へ
の
取
組
み

○
補
助
金
の
利
用
実
績
に
つ
い
て

岩 﨑　彰（蒼倫維新）

持続可能な都市基盤／快適な道路整備の
　　　　　　                 推進について

　
道
路
は
市
民
の
暮
ら
し
や
経
済

を
支
え
る
重
要
な
都
市
基
盤
で
あ

り
、都
市
の
骨
格
と
な
る
、都
市
計

画
道
路
、幹
線
道
路
、そ
し
て
市
民

か
ら
の
要
望
等
に
基
づ
き
、
行
田

市
生
活
道
路
等
整
備
事
業
評
価
制

度
で
実
施
さ
れ
て
い
る
市
民
の
日

常
生
活
や
消
防
緊
急
活
動
に
重
要

な
役
割
を
果
た
す
生
活
道
路
等
が

あ
り
、各
々
新
設
、改
良
、修
繕
が

実
施
さ
れ
て
い
る
。

問  

行
田
市
生
活
道
路
等
整
備
事

業
評
価
制
度
で
実
施
さ
れ
て
い
る

10
事
業
の
今
年
度
の
事
業
別
実
施

件
数
及
び
執
行
率
は
。

答  

道
路
改
良
工
事
３
件
、
舗
装

新
設
工
事
２
件
、
側
溝
新
設
工
事

３
件
、 

側
溝
修
繕
工
事
７
件
、
舗

装
修
繕
工
事
６
件
、
側
溝
改
良
工

事
４
件
、 

排
水
路
改
良
工
事
５
件
、 

農
道
整
備
工
事
２
件
、
農
道
補
修

工
事
１
件
、
用
排
水
路
整
備
工
事

３
件
で
、
道
路
治
水
課
及
び
農
政

課
で
今
年
度
予
定
し
て
い
る
工
事

件
数
は
36
件
で
、
要
望
件
数
１
１

６
９
件
に
対
す
る
執
行
率
は
３
・

０
８
％
で
あ
る
。

〔
そ
の
他
の
主
な
質
問
〕

○
浸
水
対
策
重
点
地
域
緊
急
事
業

○
学
校
再
編
事
業

小 林　修（令和研究会）

※議長は採決に加わりません。（可否同数の場合は議長裁決となります。）
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（議案）
第74号

承
認〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇

専決処分の承認を求めるについて
（令和7年度行田市一般会計補正予
算（第4回））

第80号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇
行田市特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例

第81号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇
行田市家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例

第82号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇
行田市乳児等通園支援事業の設備及
び運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例

第83号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇
行田市放課後児童健全育成事業の設
備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例

第8号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇
行田市議会議員の議員報酬、期末手
当及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例

第75号 可
決〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇令和7年度行田市一般会計補正予算

（第5回）

第76号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

×

〇

×令和7年度行田市国民健康保険事業
費特別会計補正予算（第2回）

第77号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇令和7年度行田市公共下水道事業会
計補正予算（第3回）

第78号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市個人番号の利用に関する条例
の一部を改正する条例

第79号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市公告式条例等の一部を改正す
る条例

第84号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市体育施設設置及び管理条例の
一部を改正する条例

第85号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市特定乳児等通園支援事業の運
営に関する基準を定める条例

第86号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇令和7年度行田市一般会計補正予算
（第6回）

第87号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇令和７年度行田市水道事業会計補正
予算（第１回）

（議）
第7号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市議会議員の議員報酬等の特例

に関する条例

（市長提出議案）

（議員提出議案）

議案
番号
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（賛成：○　反対：×）

提出議案とその結果

ぎょうだ議会だより　❻


